
令和５年３月２９日 

会員各位 

 

【職印証明書交付手続きについて】 

 

北海道行政書士会 総務部長 野口哲郎 

 

会員各位におかれましては、日頃より北海道行政書士会の会務運営にご協力頂きまして

厚く御礼申し上げます。 

 

さて、当会では、会員の皆様の相続関連業務等において必要となる場合に、職印証明書

を交付しております。この職印証明書につきましては、下記の通り、交付手数料を設定し

ておりますので、再度ご確認頂きますよう宜しくお願い致します。 

記 

・交付通数１通以上５通以下：５００円 

・交付通数６通以上１０通以下：１，０００円 

・交付通数１１通以上１５通以下：１，５００円 

以後も同様に、５通まで毎に５００円を加算することとする。 

なお、手数料の金額は消費税込みとする。 

 

 

※詳細は別紙職印証明書交付手続きの流れをご参照下さい。また、職印証明書交付申請

書（別紙様式第６号の２）・職印証明書（別紙様式第６号の３）の様式も添付しました

のでご利用下さい。なお、申請様式等については、北海道行政書士会ホームページ

（https://www.do-gyosei.or.jp/）の会員のページにログインし「行政書士会各種手

続き書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。 

以上 

 



【職印証明書交付手続きの流れ】（令和２年４月１日申し込み分から） 

会  員  

 

 

 

 

 

持参又は郵送 

 

  

 

手交又は郵送 

本  会 

1. 職印証明書交付申請書（別紙様式第

６号の２） 

2. 職印証明書（別紙様式第６号の３） 

【希望通数分】 

3. 交付手数料 

持参の場合：現金 

郵送の場合：定額小為 または 

口座振込 

4. 返信用封筒（特定記録郵便料金相当

分の切手貼付）【郵送受取の場合の

み】 

○ 職印を照合 

○ 受領 

窓口受取の場合 

・行政書士本人→証票または会員証

の提示 

・行政書士補助者→補助者証の提示 

・それ以外→行政書士会員の証票ま

たは会員証のコピーを提示 

 

※提示がない場合には、手交不可 

① 職印証明書（別紙様式第６号の３）

【希望通数分】 

※申請要件を満たした場合のみ発行 

 

１ 交付申請 

職印証明書の交付を受けようとする会員は、 

① 職印証明書交付申請書（別紙様式第６号の２）に、事務所の所在地、氏名、登録番号、会員番号、

希望通数等所要事項を記入の上、職印を押印する。 

② 職印証明書（別紙様式第６号の３）に、事務所の所在地、氏名、登録番号、会員番号を記入し、

職印欄に職印を押印したものを希望通数分作成する。 

③ 上記①、②の書類に交付手数料を添えて、本会に持参又は郵送する。 

郵送での受取りを希望する場合は、特定記録郵便料金相当分の切手を貼付した返信用封筒も併せ

て持参又は郵送してください。なお、希望通数により、郵送料が変動しますので、事前に事務局ま

でお問い合わせをお願い致します。 

２ 交付（申請書類が事務局に届いた日の翌日） 

本会は、上記②の職印証明書（別紙様式第６号の３）に押印されている職印が本会に届け出た職印

に相違ないときは、職印証明書（別紙様式第６号の３）に会長印を押印し、翌日に交付します（手交

又は郵送）。 

 

北海道行政書士会会則施行規則 抜粋 

（職印証明） 

第37条の２ 会員は、本会に届け出た職印について、証明を請求することができる。 

２ 前項の請求に当たっては、別記様式第６号の２による職印証明書交付申請書を提出するものとし、別

記様式第６号の３の職印証明書の様式に事務所の所在地、氏名、登録番号及び会員番号を記入し、職印

 １ 交付申請 

２ 翌日交付 



欄に届出の職印を押印した書面を、交付希望通数分作成して、添付するものとする。 

なお、郵送により申請する場合は、職印証明書交付手数料相当額の定額小為替証書及び特定記録郵便

料金相当分の郵券を貼付した返信用封筒を同封するものとする。 

３ 本会は、前項の申請に係る職印が本会に届け出た職印に相違ないときは、別記様式第６号の３による

職印証明書を交付する。なお、交付日は、申請書類が事務局に届いた日の翌日とする。但し、申請書類

が事務局に届いた日の翌日が事務局の閉局日にあたる場合には、業務開始日に交付する。 

４ 職印証明書交付手数料の額は、別途、常任理事会の議決により定める職印証明書交付手数料規程によ

るものとする。 

 

職印証明書交付手数料規程 

（職印証明書交付手数料） 

第1 条 北海道行政書士会会則施行規則第３章第７節第37 条の２第４項の職印証明書交付手数料は、交

付通数が１通以上５通以下の場合５００円とし、５通を超える場合は、以後５通まで毎に５００円を加

算することとする。 

 

（手数料の変更） 

第2 条 前条の職印証明書交付手数料の金額は、会員の利用状況、消費税等の租税公課の改正、経済事情

の変動及び事務局体制の変動に鑑み、必要に応じて常任理事会の議決で変更することができるものとす

る。 

 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日の職印証明書交付申請から適用する。 

 

 

 



別記様式第６号の２（会則施行規則第３７条の２） 

 

職印証明書交付申請書 

  

北海道行政書士会 会長       様 

 

            

事務所の所在地 

氏     名 

登 録 番 号 

会 員 番 号 

 

職  印 

 

 

上記職印の職印証明書を  通申請します。 

 

  年  月  日 

 

氏名             職印 

             

 

（備考） 

 行政書士法人にあっては、「氏名」を「法人名」及び「代表社員名又は社員名」に、「職

印」を「法人職印」に、「登録番号」を「法人番号」に読み替えて使用する。 



別記様式第６号の３（会則施行規則第３７条の２） 

 

職 印 証 明 書 

  

 

事務所の所在地 

氏     名 

登 録 番 号 

会 員 番 号 

 

以下の職印は、上記の者が、日本行政書士会連合会会則第８１条の規定により北海道行

政書士会に届け出ている職印であることを証明します。 

 

職  印 

 

 

  年  月  日 

 

 

北海道札幌市中央区北１条西１０丁目１番６  

 

北海道行政書士会 会長           印 

 

 

（備考） 

行政書士法人にあっては、「氏名」を「法人名」に、「登録番号」を「法人番号」に読み

替えて使用する。 
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